
富津市公告第５号 

 

  地方自治法第 234 条第１項の規定による制限付き一般競争入札を実施するので、地方

自治法施行令第 167条の６の規定により次のとおり公告する。 

   

令和８年３月 12日 

  

富津市長 高 橋 恭 市    

 

１ 入札に付する事項 

(１) 件名 

大佐和中学校旧屋内運動場解体工事 

(２) 場所 

富津市岩瀬６１９番地 

(３) 履行期間 

議会の議決の翌日～令和９年２月 15日 

(４) 概要 

大佐和中学校旧屋内運動場解体工事 

大佐和中学校旧屋内運動場解体 

鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ面積 1733.98㎡ 

その他附帯施設 一式 

(５) 予定価格 

落札決定後公表とする。 

(６) 低入札基準価格 

 有 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本業務の入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(１) 基本的事項 



次のいずれの項目も満たすものとする。 

ア 富津市建設工事等入札参加者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）の 

令和８年３月１日現在において、解体工事のＡランクに登録されている者 

イ 富津市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、当該

案件の公告日から開札日までの間、受けていない者 

ウ 地方自治法施行令第 167条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者 

(ア) 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は当該 

案件の入札日前６ヶ月以内に手形、小切手を不渡りした者 

(イ) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

(ウ) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

エ 監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。なお、監理技術者は、 

入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有する者で、監理技術者資格者証及 

び監理技術者講習修了証の交付を受けている者でなければならない。 

オ 解体工事について、建設業法（昭和 24年法律第 100号）に定める特定建設 

業の許可を受けている者 

(２) 個別的事項 

次のいずれかの項目を満たすものとする。 

ア 富津市に本店又は入札及び契約の委任を受けた支店若しくは営業所を有する者 

イ 次のいずれにも該当する者 

（ア） 君津市、木更津市又は袖ケ浦市に本店又は入札及び契約の委任を受けた支 

店若しくは営業所を有する者のうち、資格者名簿に登載された時点の経営規 

模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている解体工事の総合評 

点（Ｐ）が 860点以上の者 

（イ） 公告の日から起算して過去 10 年間に解体工事について、官公庁等（公社、 

公団等政府関係機関を含む。）の発注する解体工事で一件の請負金額が１億 

円以上の元請受注実績がある者 



３ 入札方式及び入札・開札日程等 

(１) 入札方式 

電子入札／事後審査型 

(２) 入札書受付期間 

令和８年４月３日午前９時 00分～令和８年４月６日午後４時 00分 

(３) 開札日時 

令和８年４月７日 午前９時 00分 

(４) 開札場所 

富津市役所５階 入札室 

 

４ 設計図書の縦覧等 

(１) 縦覧場所 

ちば電子調達システム内の入札情報サービス及び富津市ホームページに掲載する。 

なお、図面については、入札情報サービスに掲載可能な容量を超えるため、富津市役所 

３階管財契約検査課窓口にて CD-Rを受領すること。 

(２) 質疑方法 

富津市ホームページに掲載する質疑書に質問内容を記載のうえ、令和８年３月 24日正 

午までに FAXにより質疑書を提出すること。 

(３) 回答方法 

質疑があった場合には、質疑書提出期限後３開庁日以内に質疑応答書を入札情報サー 

ビス及び富津市ホームページに掲載する。 

 

５ 落札候補者が提出する書類 

落札候補者は、令和８年４月９日正午までに次の書類を提出しなければならない。 

(１) 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（第３号様式） 

(２) 実績調査票（第４号様式） 

(３) 実績調査票に記載した案件の契約書（(２)個別的事項に記載した条件が確認でき 

る部分）及び業務内容が確認できるものの写し 

(４) 前各号に掲げるもののほか特に必要があると認める場合はその書類 

 



６ 入札保証金 

入札保証金は免除する。ただし、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限 

までに契約を締結しないときは、落札金額の 100分の 5に相当する違約金を徴収する。 

 

７ 契約保証金 

 富津市財務規則（平成８年規則第 23号）第 143条第１項の規定により、契約金額の 100 

分の 10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、低入札調査基準価格を下回る

価格により落札した場合は、契約金額の 100分の 30以上の契約保証金を納めなければなら

ない。 

 

８ 支払条件 

 契約約款及び仕様書のとおり。 

 

９ その他 

この公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、富津市制限付き一般競争 

入札実施要綱、富津市電子調達シスム運用基準及び富津市電子入札約款による。 

 

10 問い合わせ先 

総務部管財契約検査課管財契約検査係 電 話 0439-80-1239 

ＦＡＸ 0439-80-1350 

 


